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Ⅰ 諮問事項と検討課題に関する基本的視点  

 

 本審議会は、平成８年１２月１３日に大田区教育委員会から次の事項につい

て諮問を受けた。 

 １ 大田区立小中学校の適正規模及び適正配置の基本的な考え方  

 ２ 大田区立小中学校の適正配置の具体的方策について  

 

諮問に際し、大田区教育委員会委員長から、大田区立学校の児童・生徒数が

減少傾向にあり、学級数の減少とそれに伴う学校の小規模化は、児童生徒の心

身の健全な発達にとって好ましい教育環境とは言えず、活力の低下や学校運営

上の非効率化等の問題が一層深刻になっていくものであることについて指摘さ

れた。 

この諮問を受け、本審議会は、こうした区立学校の直面する問題について、

児童生徒により良い教育環境を整え、子どもたちが生き生きとした夢のある学

校生活を過ごすことができる環境づくりのため、適正規模･適正配置等に関する

審議を行った。 

 学校規模の大小は、教育指導の在り方や学校教育の効果に様々な影響を与え

る。特に、今日のように学校が小規模化することは、児童・生徒の学習・生活

指導面ばかりでなく、学校運営や指導組織の面においても、何らかの影響を及

ぼすことはさけられない。教育活動を円滑かつ効果的に進めるためには、学校

規模の適正化を図り、適正な教職員数の確保など教育条件を整備することは極

めて重要である。 

本答申は、こうした視点を持って審議した結果をまとめたものであり、広く

区民の理解を得、大田区における今後の学校教育に反映されることを望むもの

である。 
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Ⅱ 大田区立学校の現状 

 

１ 大田区の人口、児童・生徒数の状況 

 

（１）人口 

 

大田区の人口の推移を見ると、戦後一貫して増加傾向を示し、昭和４０年

に約７５万５千人と最大となった後、減少傾向をたどり、平成１１年の人口

は６５２，１２９人である。 

 

（２）児童・生徒数 

 

大田区の区立小・中学校に在籍している児童･生徒数の推移をみると、戦後

のベビーブームを反映して増加し、昭和３３年度に１０３、８２６人と最大

となった。その後減少し、平成１０年度には４０，０７１人となり、ピーク

時と比較して約６０％減になっている。東京都教育庁がまとめた「教育人口

等推計」（平成１０年度）によれば、平成１５年度では約３万８千人と推計

されている。 

年少人口の推移は、地域の特性があり必ずしも画一的に進行していないが、

大田区全体として将来的には急激な増加は見込めない状況にある。 

 

２ 大田区の区立学校の現状 

 

(1) 設立経緯 

 

  小学校は、昭和２２年「六･三制」の施行により国民学校が小学校と改称さ

 れ、３９校で発足した。その後、児童数の増加に対応して昭和２０年代に１

 ２校、３０年代に９校、４０・５０年代に各１校、昭和６１年に南六郷小学

 校を新設し、現在の６３校となっている。 

 中学校については、昭和２２年に新制中学校として１６校が設置された。 
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  その後、小学校と同様に昭和２０年代に２校、３０年代に９校、昭和５７

 年に大森東中学校を新設し、現在の２８校となっている。 

 

（２）１学校平均児童･生徒数の変化 

 

児童･生徒数の増加に対応して、小学校、中学校が増設されてきた。 

小学校では、昭和６１年度の１校あたり平均児童数は６８３人であり、平

成１０年度では、４３４人と、昭和６１年度の３６．５％減となっている。 

中学校では、昭和６１年度の１校あたり平均生徒数は８７６人であり、平

成１０年度では、４５５人と、昭和６１年度の４８．１％減となっている。 

なお、平成１０年度の各小中学校の１学級あたり平均児童･生徒数は、小学

校で３１．２人、中学校で３５．１人となっている。 

 

（３）学校規模のひらき 

 

平成１０年度の小学校別の児童数をみると、最も少ない羽田旭小学校では

１４０人、最も多い池雪小学校では７６１人で約５．４倍のひらきがある。 

中学校では、最も生徒数の少ない馬込中学校が２３３人、最も多い南六郷

中学校が７４８人と約３．２倍のひらきがある。 

 

（４）学級数の減少と小規模校の出現 

 

児童･生徒数の減少に伴い、多くの小・中学校では学級数が減少し、小規模

化の傾向をたどってきた。現在小学校では、各学年が１学級ずつしかないい

わゆる単学級校が３校ある。「教育人口等推計」によれば、平成１５年度に

は５校に増えると予測されている。 

中学校では、６学級しかない学校は現在は無いが、平成１５年度には２校

出現し、併せてほとんどの学校で学級数が減少すると予測されている。 
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これを各規模別に比較すると、次の表のようになる。 

 

小学校 中学校      区分 
    年度  
規模  平成 10 年

度 
平成15年度 平成10年度 平成15年度

６学級 ３校 ５校 ０校 ２校

７から 11 学級 ８校 １０校 ８校 １５校

12 から 18 学級 ４６校 ３７校 １９校 １１校

１９学級以上 ６校 １１校 １校 ０校

  

 

（５） 通学区域 

 

  大田区の通学区域については、小学校では歴史的に町会･自治会のかかわり 

 から複雑な校区となっているのが多い。 

  一方中学校では、必ずしも校区の中央に位置していない学校が多いという 

 現状にある。 
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Ⅲ 適正規模の基本的な考え方  

 

学校規模は児童・生徒数、教職員数、教室数、校地・校舎の面積等によって

も表すことができるが、本審議では法制面での学校規模が学級数で表されてい

ることと、教員の配当が学級数によって行われていることなどの理由から、学

級数によって検討することとした。 

なお、学級規模については、当面の学級編制基準である４０人学級を前提と

した。 

 学校規模が教育指導のあり方に様々な制約を及ぼす要因となっていることに

ついては、先に述べたところである。そこで、大田区における学校の適正規模

の基本的な考え方を明らかにするために、本審議会では、学校規模の大小が、

児童生徒の教育活動や教育効果の面及び学校運営や指導組織の面にどのような

影響を及ぼすかについて検討を行った。 

 適正規模を確保することによって、当該学校の教育内容や教育活動の一層の

充実を図り、その教育効果を高めるために必要な条件について、以下のように

まとめることができた。 

 

１ 児童生徒の教育活動や教育効果の面から  

 

 (1) 学級の編成替えを行うことにより、児童生徒の人間関係や集団内の役割 

 分担などが、固定化することを防ぐことができる。 

(2)  多様なかかわりの中から集団のルールを学び集団活動を通して児童生徒

の社会性を高めることができる。 

(3) 同一学年における学級間の交流や刺激し合うことにより、活気が生まれ

る。 

(4) 集団の間で互いに競い合ったり協力し合うことにより、自らの個性や能

力を伸長させることができる。 

(5)  クラブ活動や選択教科などの教育活動における選択の幅が広がり、児童

生徒の希望を生かした個性・能力に応じた指導ができる。 
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２ 学校運営や指導組織の面から  

 

(1)  学年や教科担当の教員数が確保でき、ティーム・ティーチングなど教師

の協力による指導等が可能になる。 

(2)  同一学年で複数の教員による教育内容・指導方法等の研究や研修が可能

になる。 

(3)  教員の経験年数や特性に応じて校務分掌を分担することができ、学校の

運営組織の効果的な編成がしやすくなる。 

(4)  教員数に余裕が生じることによって、出張や年休あるいは校外の研修参

加の場合に、補教を組むことが可能となり授業に支障をきたすことがなく

なる。 

(5)  移動教室や修学旅行などの校外学習における児童生徒の安全確保や不測

の事態に際しての対応がしやすくなる。 

 

 以上の検討に基づいて、本審議会では、大田区における区立学校の適正規模

についての基本的な考え方を次のようにまとめた。 

まず、小学校の場合は、同一学年に複数の学級があり、６年間に数回の学級

編成替えが可能である１学年２学級以上を一つの目安とした。したがって、小

学校においては、各学年が２学級以上となる１２学級～１８学級程度を適正規

模と位置づけることにした。 

 次に、教科担任制が採用されている中学校の場合は、一人の教員が同一学年

の一教科を担当することが望ましく、また、授業時数の多い教科については各

学校に複数の教員が配置されることが望ましい。 

さらに、中学校では、生徒の興味・関心・能力等が多様化する時期でもあり、

選択教科の学習や課外の部活動が生徒の心身の発達にとっても重要な意味を持

つと考えられている。このような事情に加えて、中学校の教職員定数配当基準

を勘案し、各学年４学級以上となる１２学級～１８学級程度を中学校の適正規

模と位置づけることにした。 

審議の段階で、１学級の児童･生徒数が少ない方が教育上望ましい場合もある

のではないかとする意見もあったが、適正規模については総合的に判断し、現
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行の学級編成基準である４０人学級を前提として本審議会としての考え方をま

とめることにした。 

 なお、現行の法制度のもとで学校規模について次のような規定があることも、

適正規模の基本的な考え方を審議する上で参考にした。 

『小学校の学級数は、１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし、土地

の状況その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。』（学校教育

法施行規則第 17 条）この規定は、中学校についても同規則第 55 条により準用

される。 

 平成１０年度において、学級数の標準とされる規模を上回る学校は小学校で

６校あるが、いずれも１９～２２学級にとどまり、児童の人間形成上あるいは

効果的な教育活動を進める学校経営の上で支障をきたす大規模校というまでに

は至っていない。 

 今後、学級数が適正規模を大幅に上回る学校が出現することが生じた場合は、

その時点で、教育委員会において何らかの対応を考えることが必要となる。 
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Ⅳ 適正配置の基本的な考え方  

 

 児童・生徒の減少に伴う学校の適正規模・適正配置の改善の方策としては、

一般に通学区域の変更による方法と統合による方法の二通りが考えられる。 

 区立学校の適正配置については、Ⅲで示した適正規模の基準をもととし、通

学距離、通学区域、地域社会との関連や教育環境の整備などについて検討を加

え、その基本的な考え方についてまとめた。 

 本審議会では、まず、区立学校で将来的な推計値まで含めて適正規模に満た

ないケースについて検討した。さらに、現在の区立学校が配置されている状況

で、通学距離、通学区域や地域社会との関連において著しく適正さを欠いてい

るところがないかどうかについて検討をすすめた。 

 以上の検討に基づいて、本審議会では、大田区における区立学校の適正配置

の基本的な考え方を次のようにまとめた。 

 

１ 適正規模の確保について  

 

 学校の適正配置は、適正規模を確保することによって、当該学校の教育内容

の一層の充実が図られるよう配慮されなくてはならない。 

 区立小学校において、平成１０年度の実績で、１学級３０人以下の学年が連

続して３学年以上あり、しかも児童数が１５０人を下回るかまたはそれに近い

小規模校が３校あり、平成１５年度までの推計値でみてもその傾向は続くもの

と予測される。さきに指摘した小規模校化の問題点を解消し、教育効果をより

一層高めるためには、これらの適正規模に満たない小規模校を、近接する学校

との統合によって適正規模の確保を図ることが必要である。 

 

２ 学校間距離が著しく近接している学校の見直しについて  

 

区立学校で、学校間距離が１００ｍ以下と著しく近接している学校が、小学

校２例、中学校１例ある。戦後の一時期の児童生徒の急増期に学校の新設が必

要となるなどやむを得ない事情によるものであるが、今日のように児童・生徒
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の減少により学校が小規模化している状況においては、学校の適正配置の観点

からその解消を図ることは必要である。 

小・中学校の通学距離については、児童生徒に著しい負担を与えないことを

基本とし、また、通学路の安全を確保するため、幹線道路や鉄道による通学区

域の分断をなるべく避けるよう配慮することが望ましい。学校間距離が著しく

近接している学校を解消する場合には、これらの点にも留意することが必要で

ある。 

 

３ 通学区域の見直しについて  

 

通学区域は、小・中学校により歴史的な沿革が異なることから事情は違うが、

住宅の建設、道路整備等通学区域にかかわる諸要因が変わり、地域の一部に問

題が生じてきている。また、小・中学校は、様々な面で地域社会と密接に結び

ついて設置されてきた。 

このことから通学区域の見直しにあたっては、子どもの生活圏としての地域

社会との関係に留意することと通学路の安全を確保することが望ましい。 

 適正配置について、こうした通学区域の問題についても審議を加えた。 
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Ⅴ 適正規模・適正配置を確保するための具体的方策   

 

 大田区の区立学校は、地域の教育・文化の中心的な存在としてその充実を図

ってきた。 

学校教育が担ってきたこのような意義と役割を踏まえ、本審議会では、適正

配置の具体化に当たっては、先に示した適正規模・適正配置の基本的な考え方

に基づき、検討対象校の諸条件を勘案して「統合」による方法をとることが望

ましいという結論を得た。 

なお、統合により通学距離が遠くなる場合、特に小学校低学年児童の通学に

ついては、何らかの配慮をすべきであるとする意見があった。 

 適正配置の実施に当たって、検討対象校としたケースは次の通りである。 

 

１ 小学校  

 

 (1) 学校間距離が著しく近接し、かつ小規模校のケース  

 

  Ａ小学校とＢ小学校  

 

   ２校の学校間距離は５４ｍと著しく近接しており、加えてＡ小学校は 

  現在低学年の連続する３学年が単学級であり、将来的にもその傾向が続 

  くと予測される小規模校である。 

   隣接するＢ小学校との統合により、適正規模校を実現することが望ま 

  しい。 

   この場合、必要により通学区域の調整を行うものとする。 

 

平成１０年度 平成１５年度  

 

校 名 学級数 児童数 学級数 児童数 

Ａ  ８ ２１０  ７ １９６ 

Ｂ １３ ４２５ １３ ４２１ 
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 (2) １学級３０人以下の学年が連続して３学年以上あり、児童数が１５０

人を下回る小規模校のケース  

 

  ア Ｃ小学校とＤ小学校  

 

   Ｃ小学校は、現在の１～４学年が３０人以下の単学級で、児童数１６５ 

  人の小規模校である。また、平成１５年度の推計値では、全学年３０人以 

  下の単学級で児童数１２６人と、小規模化が一層進むことが予測される。 

   隣接するＤ小学校との統合により、適正規模校を実現することが適当で 

  ある。 

 

平成１０年度 平成１５年度 

校 名 

学級数 児童数 学級数 児童数 

Ｃ  ６ １６５  ６ １２６ 

Ｄ １２ ３３６ １２ ３８２ 

    

 

  イ Ｅ小学校とＦ小学校・Ｇ小学校  

 

   Ｅ小学校は、現在ほとんどの学年が３０人以下の単学級で、児童数１４ 

  ０人の小規模校である。そして、平成１５年度の推計値でみても、全学年 

  ３０人以下の単学級で児童数１３０人と、小規模化がさらに進むことが予 

  測される。 

   Ｅ小学校は、昭和２７年にＧ小学校から分離した学校で、その際、児童 

  はＧ小学校とＦ小学校から移ったという歴史的な沿革が存在する。また通 

  学区域に環状八号の幹線道路が通っていることなども考慮して、この３校 

  の統合により、２校の適正規模校を実現することが適当である。 
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平成１０年度 平成１５年度 

校 名 

学級数 児童数 学級数 児童数 

Ｅ  ６ １４０  ６ １３０ 

Ｆ １２ ３７１ １２ ３８６ 

Ｇ １２ ３７９ １２ ３５８ 

 

   

 

ウ Ｈ小学校とＩ小学校  

 

   Ｈ小学校は、現在全学年が単学級で、しかも低学年の連続する３学年が 

  ３０人以下の単学級であり、児童数１５７人の小規模校である。そして、 

  平成１５年度の推計値をみると、全学年３０人以下、児童数１１３人と小 

  規模化が一層進むことが予測される。 

   Ｈ小学校は、昭和３１年Ｉ小学校から分離した歴史的な沿革をもつ学校 

  であり、Ｉ小学校との統合により、適正規模校を実現することが適当であ 

  る。 

 

平成１０年度 平成１５年度 

校 名 

学級数 児童数 学級数 児童数 

Ｈ  ６ １５７  ６ １１３ 

Ｉ １４ ４４１ １３ ４３４ 

 

   

 

(3) 平成１０年度の学級数は、７学級であるが、「教育人口等推計」による

推計値で、平成１５年度までに６学級の小規模校になるケース 

  Ｊ小学校とＫ小学校 
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   Ｊ小学校は、現在７学級で、児童数２０６人の規模の学校であるが、平

  成１３年度以降には６学級となり､児童数も２００人を下回る小規模校とな

  ることが予測される｡ 

  児童数と学級数の今後の推移を見ながら、(2)のようなケースになった場

 合は統合を考えることが望ましい。 

   その場合、Ｊ小学校は、昭和３４年Ｋ小学校から分離した歴史的な沿革 

  をもつ学校であり、Ｋ小学校との統合により、適正規模校を実現すること 

  が適当である。 

 

平成１０年度 平成１５年度 

校 名 

学級数 児童数 学級数 児童数 

Ｊ  ７ ２０６  ６ １９１ 

 Ｋ １２ ３１９ １２ ３０３ 

 

   

 

２ 中学校  

 

中学校については、学校規模が６学級を割るような小規模校は、現在存在し

ないことから、小規模校の解消により適正規模を確保しなければならない緊急

性は見当たらない。 

しかし、現在の通学区域の一部に問題があり、そのために生ずると考えられ

る、指定校変更の申請の多い学校等について、過去３年間の実績を中心に検討

を重ねてきた。 

具体的には、これまでの審議経過を踏まえて６校をその対象として取り上げ

た。 

 これらの中学校については、周辺の学校との通学区域の調整により、現在生

じている問題の解消を図ることが望ましいと考えるが、通学区域の変更につい

 13



 14

ては諸般の困難な事情もあり、今後情勢の変化を見ながら教育委員会において

適切に検討し、対処されることを期待したい。 

 

 

 

 Ⅵ 結びに   

 

本審議会は、区立学校をとりまく今日的状況及び将来的展望を踏まえ、充実

した学校教育を推進していくために、子どもたちのために何が一番望ましいか、

という視点で審議を進めてきた。 

審議を進める過程で、区立学校の適正規模についての基本的な考え方は概ね

全委員の共通した理解を得ることができた。適正配置については、適正規模に

達していない学校をより適正規模に近づけることを前提としつつも、学校間の

距離が著しく近接している学校の問題や通学区域の一部に問題が生じてきてい

る実態などから、適正配置の基本的な考え方からその具体的な方策について、

審議委員の共通した認識を得るに至るまで、かなり検討を重ねる必要があった。 

審議経過としては審議会１４回、小委員会１６回にわたる審議を経て、ここ

に答申をとりまとめることができた。 

この答申の具体化にあたり、教育委員会に対しては、地域住民、学校関係者

等の理解と協力を得て、答申の円滑な実現に向けて努力を払われるよう希望す

る。 

最後に、この答申が実現することによって、大田区立学校の教育環境がより

整備され学校教育が充実し、心身ともに健やかな児童･生徒の育成が図られるこ

とを期待してやまない。 
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  適正規模適正配置審議会

 

 

 

             

 

 

 

 

     東京都大田区立小

     について （諮 

 

 

 大田区立小中学校のより良

 

実現に資するため、東京都大

 

例第２条の規定に基づき、下

 

 

 

 

 １．大田区立小中学校の適

 

 

 ２．大田区立小中学校の適
○写
        教学学発第 ８７２号 

        平成８年１２月１３日 

 様 

   東京都大田区教育委員会 

中学校の適正規模適正配置 

問） 

 

い教育環境を整備し、充実した学校教育の 

田区立小中学校適正規模適正配置審議会条 

記の事項について諮問します。 

記 

正規模及び適正配置の基本的な考え方 

正配置の具体的方策について 

－1－ 



   東京都大田区立小中学校適正規模適正配置審議会条例 

 

 （設置） 

第１条  東京都大田区立小学校及び中学校（以下「区立学校」という。）の教育環境を整備し、 

充実した学校教育の実現に資するため、東京都大田区教育委員会（以下「教育委員会」とい 

う。）の付属機関として、東京都大田区立小中学校適正規模適正配置審議会（以下「審議会」 

という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。 

 (1) 区立学校の適正規模に関すること。 

 (2) 区立学校の適正配置に関すること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員21人 

 以内で組織する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 区議会議員 

 (3) 区内関係団体等の構成員 

 (4) 区立学校の教職員 

 (5) 区職員 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、第２条の規定による答申の日までとする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、学識経験者の委員のうちから委員が選出する。 
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３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （招集） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

 （会議） 

第７条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決する 

 ところによる。 

 （小委員会） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮り、小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会は、審議会から付託された事項について調査し、報告する。 

３ 小委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。 

４ 小委員会の委員長は、会長が指名する。 

５ 小委員会は、委員長が招集する。 

６ 小委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 （意見の聴取） 

第９条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、 

 意見を聴くことができる。 

 （委任） 

第10条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で 

 定める。 

 

  付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



   東京都大田区立小中学校適正規模適正配置審議会条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、東京都大田区立小中学校適正規模適正配置審議会条例（平成８年条例第 

47号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、東京都大田区立小中学校適正規模適 

 正配置審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （委員） 

第２条 大田区教育委員会は、条例第３条に規定する委員を、次の各号に掲げる人員の範囲内 

 において委嘱し、又は任命する。 

 (1) 学識経験者         ５人以内 

 (2) 区議会議員         ５人以内 

 (3) 区内関係団体等の構成員   ７人以内 

 (4) 区立学校の教職員      ２人以内 

 (5) 区職員           ２人以内 

 （小委員会） 

第３条 条例第８条の小委員会は、審議会の会長が指名する６人以内の委員をもって組織する。 

 （庶務） 

第４条 審議会及び小委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部学務課において処理する。 

 （委任） 

第５条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。 

 

  付 則 

 （施行期日） 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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大田区立小中学校適正規模適正配置審議会経過 

 
第１回 平成 8 年 12 月 13 日 委員委嘱状伝達 

審議会会長の選出･副会長の指名 
諮問 
条例及び施行規則の説明 
小委員会の設置 
審議会の運営について 
区立学校の現状及び推移について 
 

第２回 平成 9 年 2 月 14 日 審議日程について 
区立学校の現状及び推移等について 
学校教育における最近の動向について 
他自治体の状況について 
 

第３回 平成 9 年 5 月 14 日 区立小中学校の適正規模について 
・平成 13 年度までの教育人口推計値報告 
・大規模･小規模校のメリット、デメリット 
・東京都公立中学校の学級編制基準 
・東京都小中学校教職員定数配当基準 
 

第４回 平成 9 年 7 月 15 日 区立小中学校の適正規模について 
 

第５回 平成 9 年 10 月 31 日 適正配置の考え方について 
・大田区青少年委員会からの要望報告 
・平成１４年度までの教育人口推計値報告 
・検討対象校の選出 
 

第６回 平成 9 年 12 月 15 日 適正配置の考え方について 
・小中学校校地面積･保有教室数一覧 
・検討校概要 
 

第７回 平成 10 年 2 月 13 日 適正配置の具体的方策について（小学校） 
・検討対象校別資料 
 

第８回 平成 10 年 5 月 15 日 適正配置の具体的方策について（中学校） 
・指定校変更及び区域外就学申請 
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第９回 平成 10 年 7 月 15 日 審議の整理について 
 

第 10 回 平成 10 年 9 月 14 日 適正配置の考え方について 
通学区域について 
 

第 11 回 平成 10 年 11 月 16 日 10 回までの審議の確認について 
・新 1 年生の指定校変更件数について 
 

第 12 回 平成 10 年 12 月 14 日 11 回までの審議の確認について 
 

第 13 回 平成 11 年 3 月 18 日 答申案骨子について 
 

第 14 回 平成 11 年４月 16 日 答申案について 
 

 



 

大田区立小中学校適正規模適正配置審議会小委員会経過 
 
第１回 平成 9 年 1 月 31 日 第１回審議会について 

小委員会の運営について 
第２回審議会について 
 

第２回 平成 9 年 5 月 7 日 第２回審議会について 
第３回審議会について 
 

第３回 平成 9 年 7 月 4 日 第３回審議会について 
適正規模について 
第 4 回審議会について 
 

第４回 平成 9 年 7 月９日 学校規模についての考え方について 
 

第５回 平成 9 年９月 16 日 第 4 回審議会について 
適正配置の考え方について 
 

第６回 平成 9 年 10 月 15 日 第５回小委員会について 
適正配置の考え方について 
第 5 回審議会について 
 

第７回 平成９年 12 月 5 日 第 5 回審議会について 
適正配置の考え方について 
第６回審議会について 
 

第８回 平成 10 年１月 27 日 第６回審議会について 
適正配置の具体的方策について 
第７回審議会について 
 

第９回 平成 10 年４月 22 日 第７回審議会について 
適正配置の具体的方策について 
第 8 回審議会について 
 

第 10 回 平成 10 年６月 29 日 第 8 回審議会について 
審議の整理について 
視察（意見聴取）について 
第９回審議会について 
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第 11 回 平成 10 年９月 3 日 第９回審議会について 
適正配置の基本的な考え方について 
通学区域について 
第 10 回審議会について 
 

第 12 回 平成 10 年 10 月 28 日 第 10 回審議会について 
「審議の整理について」の確認について 
第 11 回審議会について 
 

第 13 回 平成 10 年 12 月 2 日 第 11 回審議会について 
「11 回までの審議」の確認について 
第 12 回審議会について 
 

第 14 回 平成 11 年 2 月 1 日 第 12 回審議会について 
答申案骨子について 
 

第 15 回 平成 11 年 2 月 22 日 答申案骨子について 
今後の日程について 
 

第 16 回 平成 11 年４月 16 日 答申案について 
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構 　委　員 大　森　　昭　彦　大田区立中学校ＰＴＡ連合協議会会長　　10.6.6～10.11.10

成 　委　員 徳　永　　義　雄　大田区立中学校ＰＴＡ連合協議会会長　　10.11.13～

員 　委　員 海　沼　　耕　作　大田区体育指導委員協議会会長 8.12.13～

　委　員 高　橋　　信　夫　大田区立小学校長会会長 8.12.13～9.3.31

　委　員 石　川　　直　幸　大田区立小学校長会会長 9.4.1～10.3.31

　委　員 野　内　　一　郎　大田区立小学校長会会長 10.4.1～11.3.31

　委　員 吉　川　　正　弘　大田区立小学校長会会長 11.4.1～

　委　員 行　谷　　　　隆　大田区立中学校長会会長 8.12.13～9.3.31

　委　員 西　岡　　寛　治　大田区立中学校長会会長 9.4.1～10.3.31

　委　員 天　野　　正　忠　大田区立中学校長会会長 10.4.1～11.3.31

　委　員 野　口　　和　矩　大田区立中学校長会会長 11.4.1～

区 　委　員 山　本　　仁　衞　大田区助役 8.12.13～

職 ○委　員 大　島　　　　眞　大田区教育長 8.12.13～9.3.31

員 ○委　員 山　崎　　勝　美　大田区教育長 9.4.1～

教

職

員
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大田区立小学校児童数及び学級数

H10.5.1現在
心身障害学級

番号学 校 名 児　　　童　　　数 学　　級　　数 児童数 学級数
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 知的 通級 知的 通級

1 大 森 第 四 85 79 68 89 74 85 480 3 2 2 3 2 3 15

2 中 富 35 42 40 47 52 57 273 1 2 1 2 2 2 10

3 大 森 第 一 100 97 107 96 99 91 590 3 3 3 3 3 3 18

4 大 森 第 二 76 61 67 82 66 73 425 2 2 2 3 2 2 13

5 大 森 第 三 83 71 85 83 81 90 493 3 2 3 3 3 3 17

6 大 森 第 五 39 65 35 41 54 54 288 1 2 1 2 2 2 10 7 1

7 大 森 第 六 36 20 36 43 23 52 210 1 1 1 2 1 2 8

8 大 森 東 44 54 43 43 55 72 311 2 2 2 2 2 2 12

9 入 新 井 第 五 61 41 59 52 72 45 330 2 2 2 2 2 2 12

10 入 新 井 第 一 58 78 63 67 82 80 428 2 2 2 2 3 3 14 9 14 2 1

11 山 王 101 114 124 116 121 133 709 3 3 4 3 3 4 20

12 馬 込 84 84 71 78 84 83 484 3 3 2 2 3 3 16

13 馬 込 第 二 72 37 52 59 56 54 330 2 1 2 2 2 2 11 7 1

14 馬 込 第 三 94 93 78 87 86 90 528 3 3 2 3 3 3 17

15 梅 田 131 125 103 115 128 126 728 4 4 3 3 4 4 22

16 池 上 90 75 82 91 66 93 497 3 2 3 3 2 3 16 15 3

17 池 上 第 二 96 64 86 100 89 86 521 3 2 3 3 3 3 17

18 徳 持 101 90 98 87 102 84 562 3 3 3 3 3 3 18

19 入 新 井 第 二 77 65 70 78 73 69 432 2 2 2 2 2 2 12

20 入 新 井 第 四 43 53 46 48 56 61 307 2 2 2 2 2 2 12

21 東 調 布 第 一 105 107 114 93 111 97 627 3 3 3 3 3 3 18 11 2

22 田 園 調 布 129 104 117 101 105 113 669 4 3 3 3 3 3 19

23 調 布 大 塚 69 44 49 64 39 53 318 2 2 2 2 1 2 11

24 東 調 布 第 三 79 63 76 76 90 74 458 2 2 2 2 3 2 13 11 1

25 嶺 町 74 67 74 63 84 66 428 2 2 2 2 3 2 13

26 千 鳥 49 71 64 57 59 66 366 2 2 2 2 2 2 12

27 久 原 103 85 78 103 114 85 568 3 3 2 3 3 3 17

28 松 仙 108 88 110 86 101 105 598 3 3 3 3 3 3 18

29 池 雪 130 118 119 134 129 131 761 4 3 3 4 4 4 22

30 小 池 119 129 118 123 145 108 742 3 4 3 4 4 3 21

31 雪 谷 67 99 71 95 83 84 499 2 3 2 3 3 3 16 20 3

32 洗 足 池 81 71 60 61 59 61 393 2 2 2 2 2 2 12

33 赤 松 69 62 43 61 48 53 336 2 2 2 2 2 2 12

34 清 水 窪 21 29 30 26 34 25 165 1 1 1 1 1 1 6

35 糀 谷 131 131 124 121 91 106 704 4 4 4 3 3 3 21

36 東 糀 谷 69 43 67 62 67 63 371 2 2 2 2 2 2 12 7 1

37 北 糀 谷 48 37 37 42 41 37 242 2 1 1 2 2 1 9 20 2

38 羽 田 52 73 59 77 62 56 379 2 2 2 2 2 2 12

39 都 南 67 57 65 35 59 42 325 2 2 2 1 2 2 11

40 羽 田 旭 16 31 20 21 25 27 140 1 1 1 1 1 1 6

41 萩 中 51 42 50 43 51 43 280 2 2 2 2 2 2 12

42 中 萩 中 55 71 70 92 84 73 445 2 2 2 3 3 2 14

43 出 雲 88 99 104 79 101 93 564 3 3 3 2 3 3 17 23 3

44 六 郷 86 82 84 70 83 97 502 3 3 3 2 3 3 17

45 西 六 郷 60 49 58 58 68 75 368 2 2 2 2 2 2 12 11 2

46 高 畑 87 70 77 93 102 88 517 3 2 2 3 3 3 16

47 仲 六 郷 55 73 68 88 77 79 440 2 2 2 3 2 2 13

48 志 茂 田 50 64 58 49 51 63 335 2 2 2 2 2 2 12 34 2

49 東 六 郷 60 68 84 59 66 79 416 2 2 3 2 2 2 13

50 南 六 郷 61 56 43 48 46 59 313 2 2 2 2 2 2 12

51 矢 口 106 77 90 86 88 71 518 3 2 3 3 3 2 16

52 矢 口 西 77 85 75 84 92 80 493 2 3 2 3 3 2 15

53 多 摩 川 64 69 55 62 71 71 392 2 2 2 2 2 2 12

54 相 生 65 46 63 58 53 66 351 2 2 2 2 2 2 12

55 矢 口 東 53 51 55 64 65 69 357 2 2 2 2 2 2 12 10 2

56 女 塚 57 45 51 50 66 50 319 2 2 2 2 2 2 12

57 道 塚 102 80 93 98 113 102 588 3 2 3 3 3 3 17

58 蓮 沼 23 28 34 46 40 35 206 1 1 1 2 1 1 7

59 蒲 田 62 69 81 62 87 80 441 2 2 3 2 3 2 14 12 2

60 南 蒲 83 91 75 73 78 91 491 3 3 2 2 2 3 15

61 新 宿 51 51 41 49 65 54 311 2 2 2 2 2 2 12

62 北 蒲 19 28 24 34 14 38 157 1 1 1 1 1 1 6

63 東 蒲 55 49 60 53 51 55 323 2 2 2 2 2 2 12

計 4,562 4,360 4,401 4,501 4,677 4,641 27,142 146 140 139 148 150 148 871 132 79 22 6
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大田区立中学校生徒数及び学級数

H10.5.1現在
心身障害学級

番号学 校 名 生　　　徒　　　数 学　　級　　数 生徒数 学級数 夜間学級
１年 ２年 ３年 計 １年 ２年 ３年 計 知的 通級 知的 通級 生徒数 学級数

1 大 森 第 一 90 118 86 294 3 3 3 9

2 大 森 東 145 162 206 513 4 5 6 15

3 大 森 第 二 167 177 186 530 5 5 5 15 4 1

4 大 森 第 八 154 180 182 516 4 5 5 14 8 1

5 馬 込 71 92 70 233 2 3 2 7 7 1

6 馬 込 東 113 96 78 287 3 3 2 8

7 貝 塚 153 131 165 449 4 4 5 13

8 大 森 第 四 201 201 192 594 6 6 5 17

9 大 森 第 三 136 166 164 466 4 5 5 14

10 東 調 布 172 170 182 524 5 5 5 15 16 2

11 田 園 調 布 68 77 94 239 2 2 3 7

12 大 森 第 七 184 168 174 526 5 5 5 15

13 雪 谷 122 134 124 380 4 4 4 12

14 大 森 第 十 190 174 191 555 5 5 5 15

15 大 森 第 六 135 126 114 375 4 4 3 11

16 石 川 台 93 113 111 317 3 3 3 9

17 羽 田 110 109 126 345 3 3 4 10 6 1

18 糀 谷 201 162 188 551 6 5 5 16 19 3

19 出 雲 209 237 219 665 6 6 6 18

20 六 郷 147 149 169 465 4 4 5 13

21 志 茂 田 115 143 152 410 3 4 4 11 20 3

22 南 六 郷 227 262 259 748 6 7 7 20

23 矢 口 121 135 139 395 4 4 4 12

24 御 園 133 169 176 478 4 5 5 14 26 3

25 蓮 沼 155 141 162 458 4 4 5 13 24 3

26 安 方 152 152 172 476 4 4 5 13

27 東 蒲 135 135 140 410 4 4 4 12

28 蒲 田 153 133 149 435 4 4 4 12

計 4,052 4,212 4,370 12,634 115 121 124 360 81 30 11 4 19 3
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大田区立小学校児童数及び学級数の推計

児　　　童　　　数 学　　　級　　　数 心障学級

番号 学　校　名 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 10年度11年度12年度13年度14年度15年度児童数 学級数

1 大 森 第 四 480 454 467 453 450 456 15 13 14 14 14 13 0 0

2 中 富 273 253 233 217 208 197 10 9 7 6 6 6 0 0

3 大 森 第 一 590 585 595 609 625 632 18 18 18 18 19 19 0 0

4 大 森 第 二 425 413 413 404 401 421 13 13 13 12 12 13 0 0

5 大 森 第 三 493 467 441 431 406 414 17 16 14 13 12 12 0 0

6 大 森 第 五 288 278 278 303 317 311 10 10 10 10 10 11 7 1

7 大 森 第 六 210 181 183 175 177 196 8 7 7 6 6 7 0 0

8 大 森 東 311 284 260 258 253 240 12 12 11 11 10 9 0 0

9 入 新 井 第 五 330 323 295 298 293 286 12 11 11 11 11 11 0 0

10 入 新 井 第 一 428 452 447 437 435 437 14 14 14 14 12 13 23 3

11 山 王 709 698 681 690 687 688 20 21 20 20 20 20 0 0

12 馬 込 484 497 522 568 623 681 16 16 16 17 19 20 0 0

13 馬 込 第 二 330 316 299 304 291 308 11 11 11 11 10 11 7 1

14 馬 込 第 三 528 511 504 506 507 518 17 17 16 15 16 17 0 0

15 梅 田 728 714 706 709 755 779 22 21 21 22 22 22 0 0

16 池 上 497 478 520 514 530 556 16 15 17 17 17 18 15 3

17 池 上 第 二 521 521 504 491 487 487 17 17 17 16 16 15 0 0

18 徳 持 562 581 580 608 615 680 18 18 18 18 18 19 0 0

19 入 新 井 第 二 432 433 431 424 434 438 12 12 12 12 12 12 0 0

20 入 新 井 第 四 307 296 289 289 298 286 12 12 11 11 11 11 0 0

21 東 調 布 第 一 627 633 641 683 697 743 18 18 19 20 21 22 11 2

22 田 園 調 布 669 649 640 647 631 616 19 19 20 20 19 19 0 0

23 調 布 大 塚 318 302 329 315 307 302 11 11 12 12 11 12 0 0

24 東 調 布 第 三 458 440 407 409 380 377 13 13 12 13 12 12 11 1

25 嶺 町 428 442 429 444 446 469 13 13 12 13 13 14 0 0

26 千 鳥 366 342 325 321 293 264 12 12 12 12 11 10 0 0

27 久 原 568 653 630 626 633 656 17 19 18 18 18 19 0 0

28 松 仙 598 599 604 629 637 655 18 18 18 18 18 18 0 0

29 池 雪 761 769 784 836 887 969 22 22 23 25 25 27 0 0

30 小 池 742 779 744 739 759 755 21 24 23 23 23 23 0 0

31 雪 谷 499 474 453 425 419 386 16 15 14 13 13 12 20 3

32 洗 足 池 393 412 430 450 480 503 12 13 13 13 15 16 0 0

33 赤 松 336 332 352 363 373 382 12 12 12 12 12 12 0 0

34 清 水 窪 165 163 155 154 139 126 6 6 6 6 6 6 0 0

35 糀 谷 704 707 756 748 760 770 21 21 21 21 22 22 0 0

36 東 糀 谷 371 373 358 361 353 386 12 12 11 11 11 12 7 1

37 北 糀 谷 242 229 225 232 226 223 9 8 8 9 9 9 20 2

38 羽 田 379 384 376 357 371 358 12 12 12 12 12 12 0 0

39 都 南 325 338 354 390 386 403 11 11 11 12 12 12 0 0

40 羽 田 旭 140 138 134 135 136 130 6 6 6 6 6 6 0 0

41 萩 中 280 291 295 316 332 354 12 12 12 12 12 12 0 0

42 中 萩 中 445 442 429 421 398 390 14 14 13 13 13 13 0 0

43 出 雲 564 559 553 557 545 539 17 17 17 18 18 18 23 3

44 六 郷 502 493 488 499 503 508 17 16 16 16 17 17 0 0

45 西 六 郷 368 330 304 286 280 297 12 12 12 11 10 10 11 2

46 高 畑 517 505 477 458 438 436 16 16 15 14 12 12 0 0

47 仲 六 郷 440 414 395 490 473 470 13 13 13 16 16 16 0 0

48 志 茂 田 335 315 320 326 323 312 12 12 12 12 12 12 34 2

49 東 六 郷 416 396 383 388 367 374 13 13 13 13 12 12 0 0

50 南 六 郷 313 291 301 301 306 300 12 12 11 11 11 11 0 0

51 矢 口 518 539 549 563 579 616 16 17 17 17 17 18 0 0

52 矢 口 西 493 506 498 506 530 545 15 16 16 16 17 17 0 0

53 多 摩 川 392 378 371 365 357 360 12 12 12 12 12 12 0 0

54 相 生 351 346 357 361 356 367 12 12 12 12 12 12 0 0

55 矢 口 東 357 342 324 315 309 319 12 12 12 12 12 12 10 2

56 女 塚 319 313 305 302 303 303 12 12 12 12 12 12 0 0

57 道 塚 588 648 621 610 620 629 17 19 18 18 18 18 0 0

58 蓮 沼 206 201 204 196 189 191 7 7 7 6 6 6 0 0

59 蒲 田 441 437 405 422 404 434 14 13 12 12 12 13 12 2

60 南 蒲 491 472 447 437 429 392 15 14 14 14 13 12 0 0

61 新 宿 311 293 280 277 291 286 12 12 11 11 12 12 0 0

62 北 蒲 157 139 142 126 122 113 6 6 6 6 6 6 0 0

63 東 蒲 323 311 311 301 298 289 12 12 12 12 12 12 0 0

計 27,142 26,854 26,533 26,775 26,857 27,308 871 869 856 859 856 869 211 28

（注）心身障害学級の児童数と学級数は、平成１０年度の実数を固定。

-12-



大田区立中学校生徒数及び学級数の推計

生　　　徒　　　数 学　　  級　  　数 心障学級 夜間学級

番号学 校 名 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 10年度11年度12年度13年度14年度15年度生徒数学級数生徒数 学級数

1 大森第一 294 301 267 269 243 234 9 9 9 9 8 7 0 0 0 0

2 大 森 東 513 460 441 417 387 376 15 13 12 12 12 12 0 0 0 0

3 大森第二 530 507 500 473 454 433 15 14 14 13 13 12 4 1 0 0

4 大森第八 516 486 428 423 400 382 14 13 12 12 12 11 8 1 0 0

5 馬 込 233 233 210 202 192 188 7 7 6 6 6 6 7 1 0 0

6 馬 込 東 287 298 293 274 261 245 8 9 9 9 8 7 0 0 0 0

7 貝 塚 449 403 397 358 339 331 13 11 12 11 10 9 0 0 0 0

8 大森第四 594 589 565 552 532 508 17 17 16 15 15 14 0 0 0 0

9 大森第三 466 421 373 353 339 324 14 13 11 10 9 9 0 0 0 0

10 東 調 布 524 514 529 523 553 549 15 15 15 15 15 15 16 2 0 0

11 田園調布 239 218 211 217 221 223 7 6 6 6 6 6 0 0 0 0

12 大森第七 526 508 508 470 472 442 15 14 14 13 13 12 0 0 0 0

13 雪 谷 380 362 335 329 314 313 12 11 9 9 9 9 0 0 0 0

14 大森第十 555 567 574 557 552 524 15 16 15 15 15 15 0 0 0 0

15 大森第六 375 358 347 319 324 321 11 11 10 9 9 9 0 0 0 0

16 石 川 台 317 297 266 261 259 269 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0

17 羽 田 345 312 296 272 263 252 10 9 9 9 9 9 6 1 0 0

18 糀 谷 551 530 525 504 512 526 16 15 14 14 14 15 0 0 19 3

19 出 雲 665 612 576 556 577 566 18 17 17 15 15 15 0 0 0 0

20 六 郷 465 435 426 405 379 341 13 12 12 12 11 10 0 0 0 0

21 志 茂 田 410 380 345 380 367 369 11 11 10 12 12 12 20 3 0 0

22 南 六 郷 748 720 663 616 598 601 20 19 18 17 17 17 0 0 0 0

23 矢 口 395 362 348 328 312 302 12 10 10 9 9 9 0 0 0 0

24 御 園 478 459 410 393 387 361 14 13 12 12 12 11 26 3 0 0

25 蓮 沼 458 423 448 434 442 405 13 12 13 13 13 12 24 3 0 0

26 安 方 476 429 412 390 389 362 13 12 12 12 12 11 0 0 0 0

27 東 蒲 410 386 353 317 301 299 12 11 10 9 9 9 0 0 0 0

28 蒲 田 435 426 429 401 379 361 12 12 12 12 12 11 0 0 0 0

計 12,634 11,996 11,475 10,993 10,748 10,407 360 341 328 319 314 303 111 15 19 3

　(注)　心身障害学級数の生徒数と学級数は、平成１０年度の実数を固定
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（平成１０年度）

小 学 校 中 学 校

事 事

務 務

校 教 教 養 職 校 教 教 養 職

護 員 護 員

教 定 教 定

長 頭 諭 諭 数 長 頭 諭 諭 数

3 1 1 4 1 1 8 3 1 1 9 1 1 13

4 1 1 5 1 1 9 4 1 1 9 1 1 13

5 1 1 6 1 1 10 5 1 1 9 1 1 13

6 1 1 8 1 1 12 6 1 1 10 1 1 14

7 1 1 9 1 1 13 7 1 1 12 1 1 16

8 1 1 10 1 1 14 8 1 1 13 1 1 17

9 1 1 11 1 1 15 9 1 1 14 1 1 18

10 1 1 12 1 1 16 10 1 1 15 1 1 19

11 1 1 13 1 1 17 11 1 1 16 1 1 20

12 1 1 14 1 1 18 12 1 1 18 1 1 22

13 1 1 15 1 1 19 13 1 1 19 1 1 23

14 1 1 17 1 1 21 14 1 1 20 1 1 24

15 1 1 18 1 1 22 15 1 1 23 1 1 27

16 1 1 19 1 1 23 16 1 1 25 1 1 29

17 1 1 20 1 1 24 17 1 1 26 1 1 30

18 1 1 21 1 1 25 18 1 1 27 1 1 31

19 1 1 22 1 1 26 19 1 1 29 1 1 33

20 1 1 23 1 1 27 20 1 1 31 1 1 35

21 1 1 24 1 1 28 21 1 1 33 1 1 37

22 1 1 25 1 1 29 22 1 1 34 1 1 38

23 1 1 26 1 1 30 23 1 1 36 1 1 40

24 1 1 27 1 1 31 24 1 1 37 1 1 41

学

級

数

計

教員定数

　　東京都小中学校教職員定数配当基準

学 教員定数

計級

数
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大田区立小学校校地面積等一覧

H10.5.1現在
校 地 面 積 １５年度 普 通 教 室 特別教

番号 学 校 名 建物敷地 運動場 計 学 級 数 一般 心障 計 室計

1 大 森 第 四 5,699 1,670 7,369 13 18 0 18 10
2 中 富 4,869 1,585 6,454 6 14 0 14 14
3 大 森 第 一 5,581 2,585 8,166 19 18 0 18 9
4 大 森 第 二 5,310 2,951 8,261 13 20 0 20 7
5 大 森 第 三 7,667 2,439 10,106 12 23 0 23 6
6 大 森 第 五 4,125 3,025 7,150 11 10 2 12 8
7 大 森 第 六 4,128 1,778 5,906 7 13 0 13 7
8 大 森 東 7,807 4,670 12,477 9 21 0 21 7
9 入 新 井 第 五 3,839 1,928 5,767 11 13 0 13 7
10 入 新 井 第 一 6,003 2,700 8,703 13 21 1 22 8
11 山 王 8,957 2,538 11,495 20 23 0 23 9
12 馬 込 5,712 2,196 7,908 20 21 0 21 8
13 馬 込 第 二 4,742 2,020 6,762 11 12 2 14 13
14 馬 込 第 三 7,816 3,136 10,952 17 27 0 27 8
15 梅 田 8,090 4,420 12,510 22 28 0 28 8
16 池 上 5,239 2,372 7,611 18 20 3 23 7
17 池 上 第 二 5,970 2,240 8,210 15 22 0 22 6
18 徳 持 6,409 2,143 8,552 19 27 0 27 7
19 入 新 井 第 二 4,388 4,710 9,098 12 22 0 22 10
20 入 新 井 第 四 3,115 2,330 5,445 11 14 0 14 9
21 東 調 布 第 一 5,509 3,627 9,136 22 21 3 24 11
22 田 園 調 布 6,555 1,900 8,455 19 19 0 19 13
23 調 布 大 塚 6,182 2,699 8,881 12 13 0 13 9
24 東 調 布 第 三 4,942 2,010 6,952 12 19 0 19 7
25 嶺 町 6,611 3,750 10,361 14 18 0 18 8
26 千 鳥 4,374 1,940 6,314 10 14 0 14 6
27 久 原 4,299 4,236 8,535 19 24 0 24 8
28 松 仙 7,601 2,520 10,121 18 25 0 25 8
29 池 雪 6,858 2,365 9,223 27 28 0 28 8
30 小 池 5,493 2,205 7,698 23 23 0 23 7
31 雪 谷 6,312 2,468 8,780 12 19 5 24 8
32 洗 足 池 5,034 1,950 6,984 16 16 0 16 6
33 赤 松 5,100 2,050 7,150 12 15 0 15 8
34 清 水 窪 6,288 1,670 7,958 6 12 0 12 6
35 糀 谷 5,640 5,800 11,440 22 27 0 27 7
36 東 糀 谷 6,198 2,310 8,508 12 22 4 26 9
37 北 糀 谷 3,608 2,084 5,692 9 11 0 11 8
38 羽 田 6,408 2,910 9,318 12 12 0 12 8
39 都 南 4,314 2,300 6,614 12 15 0 15 8
40 羽 田 旭 5,166 2,758 7,924 6 10 0 10 5
41 萩 中 8,716 4,780 13,496 12 15 0 15 6
42 中 萩 中 5,173 3,996 9,169 13 24 0 24 9
43 出 雲 5,226 3,920 9,146 18 25 5 30 10
44 六 郷 7,164 3,715 10,879 17 20 0 20 12
45 西 六 郷 5,522 2,130 7,652 10 13 2 15 9
46 高 畑 6,616 5,900 12,516 12 23 0 23 10
47 仲 六 郷 4,579 2,741 7,320 16 18 0 18 7
48 志 茂 田 8,007 2,720 10,727 12 12 0 12 10
49 東 六 郷 4,638 4,919 9,557 12 17 0 17 7
50 南 六 郷 4,140 3,353 7,493 11 17 0 17 7
51 矢 口 4,698 4,377 9,075 18 19 0 19 9
52 矢 口 西 4,739 2,058 6,797 17 24 0 24 8
53 多 摩 川 5,694 2,550 8,244 12 24 0 24 6
54 相 生 4,295 2,183 6,478 12 14 0 14 9
55 矢 口 東 5,299 2,194 7,493 12 17 1 18 8
56 女 塚 5,255 2,545 7,800 12 16 0 16 8
57 道 塚 6,377 2,770 9,147 18 28 0 28 9
58 蓮 沼 4,942 2,640 7,582 6 11 0 11 8
59 蒲 田 7,841 3,370 11,211 13 17 2 19 7
60 南 蒲 5,315 3,450 8,765 12 19 0 19 9
61 新 宿 4,323 6,265 10,588 12 13 0 13 6
62 北 蒲 4,280 1,861 6,141 6 10 0 10 7
63 東 蒲 4,874 2,340 7,214 12 18 0 18 8

計 355,671 183,765 539,436 869 1,164 30 1,194 515
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大田区立中学校校地面積等一覧

H10.5.1現在

校 地 面 積 １５年度 普 通 教 室 特別教

番号学 校 名 建物敷地 運動場 計 学 級 数 一般 心障 計 室計

1 大 森 第 一 8,649 8,770 17,419 7 14 0 14 14

2 大 森 東 7,387 4,955 12,342 12 27 0 27 14

3 大 森 第 二 5,661 3,327 8,988 12 16 0 16 13

4 大 森 第 八 7,172 7,882 15,054 11 25 2 27 16

5 馬 込 7,337 6,000 13,337 6 11 1 12 12

6 馬 込 東 6,821 2,993 9,814 7 11 0 11 14

7 貝 塚 7,710 3,920 11,630 9 18 0 18 16

8 大 森 第 四 12,413 3,960 16,373 14 22 0 22 13

9 大 森 第 三 13,507 1,254 14,761 9 10 0 10 0

10 東 調 布 8,395 3,690 12,085 15 17 2 19 16

11 田 園 調 布 7,344 3,288 10,632 6 13 0 13 12

12 大 森 第 七 6,859 6,325 13,184 12 21 0 21 12

13 雪 谷 7,026 8,649 15,675 9 12 0 12 12

14 大 森 第 十 8,448 7,440 15,888 15 19 0 19 14

15 大 森 第 六 9,589 7,825 17,414 9 14 0 14 15

16 石 川 台 6,840 4,664 11,504 9 14 0 14 12

17 羽 田 7,678 5,510 13,188 9 19 1 20 14

18 糀 谷 6,568 6,544 13,112 15 20 3 23 12

19 出 雲 8,899 8,088 16,987 15 25 0 25 16

20 六 郷 7,309 6,416 13,725 10 19 0 19 12

21 志 茂 田 6,849 7,137 13,986 12 12 3 15 15

22 南 六 郷 7,524 8,002 15,526 17 27 0 27 15

23 矢 口 4,052 5,945 9,997 9 22 0 22 11

24 御 園 5,994 4,950 10,944 11 17 0 17 15

25 蓮 沼 9,105 7,400 16,505 12 21 4 25 12

26 安 方 6,320 3,988 10,308 11 18 0 18 14

27 東 蒲 6,315 4,215 10,530 9 16 0 16 15

28 蒲 田 5,792 4,810 10,602 11 18 0 18 16

計 213,563 157,947 371,510 303 498 16 514 372

＊大森第三中は、改築中
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年　　度 児　童　数 生　徒　数 合　　計 年　　度 児　童　数 生　徒　数 合　　計

昭和２４年度 41,213 12,277 53,490 昭和４９年度 51,291 20,564 71,855

昭和２５年度 47,253 14,138 61,391 昭和５０年度 51,888 20,560 72,448

昭和２６年度 52,458 15,161 67,619 昭和５１年度 52,519 20,447 72,966

昭和２７年度 55,132 17,451 72,583 昭和５２年度 52,894 20,869 73,763

昭和２８年度 58,892 20,627 79,519 昭和５３年度 53,623 21,329 74,952

昭和２９年度 65,256 25,604 90,860 昭和５４年度 55,191 21,346 76,537

昭和３０年度 68,368 27,668 96,036 昭和５５年度 54,963 21,777 76,740

昭和３１年度 70,820 30,154 100,974 昭和５６年度 53,939 22,379 76,318

昭和３２年度 73,402 29,919 103,321 昭和５７年度 52,446 23,552 75,998

昭和３３年度 75,689 28,137 103,826 昭和５８年度 50,723 23,748 74,471

昭和３４年度 74,845 27,217 102,062 昭和５９年度 48,259 24,184 72,443

昭和３５年度 68,468 31,758 100,226 昭和６０年度 45,492 24,677 70,169

昭和３６年度 63,379 36,298 99,677 昭和６１年度 43,033 24,528 67,561

昭和３７年度 58,298 38,073 96,371 昭和６２年度 40,699 23,304 64,003

昭和３８年度 54,684 34,561 89,245 昭和６３年度 38,955 21,365 60,320

昭和３９年度 52,792 30,936 83,728 平成元年度 37,325 19,534 56,859

昭和４０年度 51,426 27,528 78,954 平成２年度 36,016 17,991 54,007

昭和４１年度 51,027 24,966 75,993 平成３年度 34,731 16,890 51,621

昭和４２年度 50,928 23,477 74,405 平成４年度 33,597 15,891 49,488

昭和４３年度 50,856 21,945 72,801 平成５年度 32,270 14,917 47,187

昭和４４年度 51,036 20,962 71,998 平成６年度 31,216 14,170 45,386

昭和４５年度 50,941 20,487 71,428 平成７年度 30,008 13,562 43,570

昭和４６年度 51,152 20,426 71,578 平成８年度 29,027 13,250 42,277

昭和４７年度 51,764 20,478 72,242 平成９年度 27,968 12,963 40,931

昭和４８年度 50,990 20,554 71,544 平成１０年度 27,337 12,734 40,071

大田区立小中学校児童生徒数の推移

           各年５月１日現在
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　各年１月１日現在

総数に対する ７～１２歳 総数に対する１３～１５歳総数に対する

 比 率（％） （小学生）  比 率（％） （中学生）  比 率（％）

昭和４１年 76,303 10.40 51,800 7.06 32,147 4.38 573,592 733,842 

　　４２年 75,108 10.28 51,144 7.00 29,198 4.00 575,223 730,673 

　　４３年 77,454 10.64 50,903 6.99 27,051 3.71 572,916 728,324 

　　４４年 78,223 10.71 50,205 6.88 25,090 3.44 576,699 730,217 

　　４５年 78,944 10.84 50,358 6.92 23,969 3.29 574,890 728,161 

　　４６年 79,358 10.99 50,555 7.00 23,032 3.19 569,293 722,238 

　　４７年 79,112 11.06 50,849 7.11 22,846 3.20 562,287 715,094 

　　４８年 77,789 11.03 51,692 7.33 22,782 3.23 553,051 705,314 

　　４９年 78,294 11.24 50,019 7.18 23,134 3.32 545,345 696,792 

　　５０年 76,358 11.05 51,179 7.41 23,164 3.35 540,069 690,770 

　　５１年 73,790 10.79 51,984 7.60 23,350 3.42 534,610 683,734 

　　５２年 70,585 10.46 52,622 7.80 23,220 3.44 528,554 674,981 

　　５３年 66,969 10.02 52,924 7.92 23,588 3.53 525,186 668,667 

　　５４年 63,332 9.53 53,426 8.04 24,539 3.69 523,236 664,533 

　　５５年 59,456 8.99 55,569 8.40 23,589 3.57 522,582 661,196 

　　５６年 55,950 8.51 55,040 8.37 24,434 3.72 522,079 657,503 

　　５７年 53,348 8.13 54,428 8.30 24,450 3.73 523,827 656,053 

　　５８年 51,831 7.88 53,350 8.11 26,635 4.05 525,897 657,713 

　　５９年 49,924 7.58 51,688 7.85 26,527 4.03 530,111 658,250 

　　６０年 49,249 7.45 49,445 7.48 26,953 4.08 535,437 661,084 

　　６１年 48,022 7.26 46,997 7.10 27,443 4.15 539,082 661,544 

　　６２年 46,766 7.06 44,332 6.70 27,527 4.16 543,447 662,072 

　　６３年 45,141 6.86 41,911 6.37 26,539 4.03 544,415 658,006 

　　６４年 43,038 6.59 40,012 6.13 24,971 3.83 544,805 652,826 

平成　２年 41,163 6.32 38,460 5.91 23,258 3.57 548,214 651,095 

　　　３年 39,366 6.07 37,179 5.74 21,502 3.32 550,078 648,125 

　　　４年 37,607 5.83 35,875 5.56 20,578 3.19 551,346 645,406 

　　　５年 36,037 5.61 35,032 5.45 19,599 3.05 552,171 642,839 

　　　６年 35,006 5.48 33,651 5.27 18,774 2.94 551,697 639,128 

　　　７年 34,452 5.41 32,517 5.11 18,019 2.83 551,386 636,374 

　　　８年 33,958 5.35 31,392 4.95 17,556 2.77 551,928 634,834 

　　　９年 34,177 5.37 30,543 4.80 17,173 2.70 554,375 636,268 

１０年 34,692 5.45 29,423 4.62 16,923 2.66 556,039 637,077 

１１年 34,820 5.45 28,541 4.47 16,615 2.60 558,962 638,938 

住民基本台帳による大田区年齢別人口の推移

総　数１６歳～０～６歳年
次
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        古紙配合率 70％の再生紙を使用しています。 

大田区立小･中学校の適正規模及び適正配置について 
 

東京都大田区立小中学校適正規模適正配置審議会答申 

 

     平成１１年４月 

    

 

  発行  大田区教育委員会学校教育部学務課 

      東京都大田区蒲田５-１３-１４ 

      電話 ０３-５７４４-１１１１ 
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